
船舶事故等調査報告書 

平成２２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９神第１５３号 

事故等種類 転覆 

発生日時 平成２１年５月３０日（土） １８時３０分ごろ 

発生場所 滋賀県高島市新旭町藁園東方約３,６００ｍの琵琶湖上 

（概位 北緯３５°２６.９′ 東経１３６°０６.７′） 

事故等調査の経過  平成２１年６月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）

を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

カヌー NAVARRO
ナ バ ロ ー

、長さ４.８０ｍ 

 なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 乗船者 

 死傷者等 なし 

 損傷 船外機濡損 

 事故等の経過  本船は、乗船者１人が乗り組み、新旭町藁園東方沖を北西進中、北東方

から波高１ｍくらいの波を受け、右舷側から徐々に浸水してきた。船長は、

浸水を船外にくみ出したが追いつかず、平成２１年５月３０日１８時３０

分ごろ、転覆して水船になった。 

 転覆の結果、乗船者は、カヌーの舳先につかまって救助を待ち、翌３１

日０６時４５分ごろ早朝から捜索していた家族に救助された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ３、視程 約２０㎞、気温 約

２０.１℃ 

 その他の事項  乗船者は、腰に巻くタイプの膨張式救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 本船は、藁園東方沖を北西進中、右舷側から波高

約１ｍの波を受けて浸水したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が藁園東方沖を北西進中、右舷側から波高約１ｍの波を

受けて船内に浸水したため、転覆したことにより発生したものと考えられ

る。 

 




